
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 受領できるもの 
・お米 ・パスタ ・乾物（海苔など） ・缶詰、瓶詰  
・フリーズドライ食品 ・インスタント食品 ・レトルト食品  
・調味料 ・飲料（コーヒー、紅茶など） 

 ※賞味期限が令和４年２月１日以降のものに限る 
 
受領できないもの 
・開封済みの食品（お米は除く） ・生鮮食品（肉、野菜、魚など） 
・包装や外装が破損している食料 
・包装や外装を他のものに移し替えている食品（米は除く） 

受領できるもの 
・ティッシュ ・洗剤（各種） ・アルコール消毒液 
・家庭日用品（ラップ・アルミホイル・ゴミ袋） 
・オーラルケア用品（歯ブラシ・歯磨き粉） ・生理用品 
・トイレタリー用品（石鹸、ハンドソープ、シャンプー、リンス） 
・ウエットティッシュ ・マスク(未開封の不織布のみ) など 
 
受領できないもの 
・食器 ・衣類 ・寝具類 ・家電製品 ・家具類 
・開封済みの物 ・トイレットペーパー ・文房具 など 
 

物品受付窓口 

協力施設一覧表 


